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執
行
停
止
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
執
行
停
止
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
国
水
政
第
四
四
号
）
」
は
、
「
本
件
撤
回
は
、
行
審
法
第
二
条

の
「
処
分
」
、
す
な
わ
ち
、
「
直
接
国
民
の
権
利
義
務
を
形
成
し
ま
た
は
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
」
も
の
に
当
た
る
の
で
あ
る

か
ら
、
申
立
人
は
一
般
私
人
と
同
様
の
立
場
で
処
分
を
受
け
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
「
一
般
私
人
が
立
ち
得
な
い
よ
う
な

立
場
に
あ
る
状
態
」
と
解
さ
れ
て
い
る
「
固
有
の
資
格
」
に
お
い
て
そ
の
相
手
方
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」

（
以
下
「
本
件
政
府
見
解
」
と
い
う
）
と
述
べ
、
「
処
分
」
の
対
象
と
な
れ
ば
、
国
「
固
有
の
資
格
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。

一
方
、
行
政
不
服
審
査
法
（
以
下
「
行
審
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
は
、
「
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他

の
公
共
団
体
若
し
く
は
そ
の
機
関
に
対
す
る
処
分
で
、
こ
れ
ら
の
機
関
又
は
団
体
が
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の

相
手
方
と
な
る
も
の
及
び
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
や
地
方

公
共
団
体
が
「
固
有
の
資
格
」
で
受
け
る
処
分
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

同
様
の
規
定
は
、
行
政
手
続
法
（
以
下
「
行
手
法
」
と
い
う
）
第
四
条
に
も
あ
る
。
行
手
法
第
五
条
は
、
申
請
に
対
す
る
審

査
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
運
輸
省
港
湾
局
管
理
課
長
・
建
設
省
河
川
局
水
政
課
長
通
達
「
行
政
手
続
法
の
施
行

一



に
伴
う
公
有
水
面
埋
立
法
に
お
け
る
処
分
の
審
査
基
準
等
に
つ
い
て
」
（
港
管
第
二
一
五
九
号
・
建
設
省
河
政
発
第
五
七
号

平
成
六
年
九
月
三
十
日
、
以
下
「
通
達
」
と
い
う
。
）
は
、
「
法
に
規
定
す
る
免
許
等
の
処
分
の
う
ち
、
行
政
手
続
法
第
五
条

の
適
用
を
受
け
る
次
の
表
の
「
処
分
名
」
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
」
と
し
て
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

「
免
許
」
を
挙
げ
る
一
方
、
公
有
水
面
埋
立
承
認
は
挙
げ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
政
府
自
身
が
、
国
「
固
有
の
資
格
」
に
よ
り
さ
れ
る
「
処
分
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
ま
さ

に
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
公
有
水
面
埋
立
承
認
が
「
そ
の
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
も
の
」

と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
本
件
政
府
見
解
」
に
よ
れ
ば
、
行
審
法
第
七
条
第
二
項
は
い
わ
ゆ
る
「
空
規
定
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
行
審
法
第

七
条
第
二
項
の
趣
旨
を
問
う
。
ま
た
同
項
で
行
審
法
の
適
用
除
外
と
な
る
「
処
分
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
処
分
」
か
。

二

行
審
法
第
七
条
第
二
項
の
「
固
有
の
資
格
」
と
行
手
法
第
四
条
第
一
項
の
「
固
有
の
資
格
」
は
同
義
か
。

三

「
通
達
」
は
、
「
法
に
規
定
す
る
免
許
等
の
処
分
の
う
ち
、
行
政
手
続
法
第
五
条
の
適
用
を
受
け
る
次
の
表
の
「
処
分

名
」
」
と
定
め
、
「
処
分
」
で
あ
っ
て
も
、
行
手
法
第
五
条
の
適
用
を
受
け
な
い
、
つ
ま
り
特
段
の
審
査
基
準
を
定
め
な
く

二



て
も
よ
い
「
処
分
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
行
手
法
第
五
条
の
適
用
を
受
け
な
い
「
処
分
」
と

は
ど
の
よ
う
な
処
分
か
。

四

「
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
」
（
行
手
法
第
四
条
第
一
項
）
る
「
処
分
」
が
行
手
法
第
五
条
適

用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

五

通
達
で
、
行
手
法
第
五
条
の
適
用
を
受
け
る
「
処
分
」
と
し
て
公
有
水
面
埋
立
免
許
を
挙
げ
る
一
方
、
公
有
水
面
埋
立
承

認
は
挙
げ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
同
承
認
が
国
「
固
有
の
資
格
」
に
よ
り
さ
れ
る
「
処
分
」
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
。

六

公
有
水
面
埋
立
承
認
の
「
審
査
」
は
、
ど
の
よ
う
な
「
基
準
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
定
め
ら

れ
て
い
る
の
か
。

七

前
問
の
「
審
査
基
準
」
の
根
拠
規
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
同
「
承
認
」
は
、
私
人
と
は
異
な
る
国
「
固
有
の
資
格
」
で
な

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

八

公
有
水
面
埋
立
承
認
は
、
国
が
「
固
有
の
資
格
に
お
い
て
当
該
処
分
の
相
手
方
と
な
る
も
の
」
（
行
審
法
第
七
条
第
二

項
）
で
あ
り
、
行
審
法
の
適
用
が
な
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
執
行
停
止
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
国
水
政
第
四
四
号
）
」
は
、
行
審
法
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三



右
質
問
す
る
。

四


